
情報提供事業の運用フロー

⑤保険医療機関から提出された情報提供書
　に基づき保険者へ情報提供料を請求
　（情報提供書は保険者へ提供する）

⑦保険医療機関へ支払額通知書等
　を送付し、情報提供料を支払
　（返戻一覧等を併せて送付）

【国保連合会】

①情報提供書を被保険者に送付

②保険医療機関へ協力依頼

⑥請求書等を確認し国保連合会へ
　情報提供料を支払

【保険医療機関】
【被保険者】

（治療中未受診者）④患者の同意を確認の上、情報提供書に
　検査結果を記入し、請求書と併せて
　国保連合会に提出
　（※受診券は保険医療機関で保管、管理）

⑧支払額通知書等を確認の上、
　情報提供料の支払いを受ける
　（返戻一覧を確認）

③マイナ保険証または資格確認書と
　特定健診受診券、情報提供書等を
　保険医療機関受診時に持参

【保険者】
（市町および国保組合）
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